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議事日程（開会日） 令和２年９月２日 午前９時開会 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 行政報告について 

 日程第 ５ 議案第４１号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３

号）について 

 日程第 ６ 議案第４２号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について 

 日程第 ７ 議案第４３号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）について 

 日程第 ８ 議案第４４号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予

算（第１号）について 

 日程第 ９ 議案第４５号 木曽岬町附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第１０ 議案第４６号 木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 日程第１１ 議案第４７号 木曽岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第１２ 議案第４８号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第１３ 議案第４９号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定について 

 日程第１４ 議案第５０号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算認定について 

 日程第１５ 議案第５１号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳

出決算認定について 

 日程第１６ 議案第５２号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳

出決算認定について 

 日程第１７ 議案第５３号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算認定について 

 日程第１８ 議案第５４号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について 

 日程第１９ 議案第５５号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定に
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ついて 

 日程第２０ 議案第５６号 社会福祉施設改修工事契約について 

 日程第２１ 報告第 ４号 令和元年度決算に基づく木曽岬町健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について 

 日程第２２ 同意第１２号 木曽岬町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

 日程第２３ 請願第 １号 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願

書 

 日程第２４ 請願第 ２号 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める

請願書 

 日程第２５ 請願第 ３号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の

拡充を求める請願書 

 日程第２６ 請願第 ４号 防災対策の充実を求める請願書 

本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

出席議員（６名） 

     １番  鎌 田 鷹 介 君      ３番  加 藤 眞 人 君 

     ５番  服 部 芙二夫 君      ６番  三 輪 一 雅 君 

     ８番  中 川 和 子 君      ９番  伊 藤 好 博 君 

欠席議員（０名） 

議場出席説明者 

 町     長 加 藤   隆 君   副  町  長 森   清 秀 君 

 教  育  長 山 北   哲 君   総務政策課長        小 島 裕 紹 君 

 総務政策課副参事 中 山 重 徳 君   危機管理課長        伊 藤 雅 人 君 

 会 計 管 理 者        山 田 克 己 君   産 業 課 長 多 賀 達 人 君 

 建 設 課 長 内 山 幸 治 君   住 民 課 長 伊 藤 正 典 君 

 福祉健康課長        松 本   大 君   税 務 課 長 藤 井 光 利 君 

 教 育 課 長 黒 田 和 弘 君   代表監査委員        深 津 和 男 君 

事務局出席職員 

    事務局長  平 松 孝 浩     議会事務局  渡 辺 千 智 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                            午前 ９時 ０分開会   

○議長（服部芙二夫君） 皆様、改めまして、おはようございます。 

 先ほどは、皆様と伊藤厚紀議員の逝去を悼み、黙禱をしていただきました。改めて御冥

福をお祈りいたします。 
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 それでは、令和２年第３回木曽岬町議会定例会が招集されましたところ、議員各位にお

かれましては、諸般何かと御多用の中、御出席を賜り、厚くお礼申し上げます。また、加

藤町長をはじめ執行部の皆様におかれましても御出席いただきありがとうございます。 

 今期定例会に執行部より提出されます議案は、令和元年度一般会計及び特別会計の決算

認定のほか、令和２年度の各会計補正予算並びに条例の改正案など、いずれも重要な案件

が提出されております。提案議案の内容につきましては、後ほど加藤町長より詳細な説明

がなされると存じますので、議員の皆様方におかれましては、住民の負託に応えるべく、

十分な御審議を尽くしていただきますようお願い申し上げます。また、議会運営には格段

の御理解と御協力を賜りますことをお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

 ただいまの出席議員数は６名です。よって、定足数に達しておりますので、会議は成立

します。 

 それでは、ただいまより令和２年第３回木曽岬町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、既にお手元に配付させていただいたとおりです。 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（服部芙二夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長より指名しま

す。 

 ８番議席、中川和子君、９番議席、伊藤好博君の御両名を指名します。 

日程第２ 会期の決定について 

○議長（服部芙二夫君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 去る８月２８日、議会運営委員会が開かれ、今期定例会の議会運営などについて御審議

をいただいていますので、議会運営委員長より委員会の審議の経過報告をお願いします。 

○３番（加藤眞人君） 議長、３番。 

○議長（服部芙二夫君） ３番議席、加藤眞人委員長。 

○３番（加藤眞人君） 皆様、おはようございます。 

 議会運営委員会の御報告をいたします。 

 去る８月２８日午前９時より委員会を開催し、委員４名全員の出席をいただくとともに、

地方自治法、議会運営委員会規定等に基づき、議長にも出席を求め、執行部より町長、副

町長、担当課長の出席の下、令和２年第３回木曽岬町議会定例会における日程及び付議事

件等について協議いたしましたので、その審議経過と結果を御報告いたします。 

 委員会では、まず、加藤町長より今期定例会に向けての挨拶と提出される議案の大綱に

ついて説明を受け、次に、担当課長よりその議案の概要説明を受けて、審議に入りました。 

 説明を受けました議案の内容は割愛させていただきますが、本定例会初日提出議案は、

令和２年度町一般会計及び特別会計の補正予算案４件、条例の改正３件、令和元年度一般
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会計、特別会計及び企業会計の決算認定議案の８件、工事契約１件、報告案件１件、同意

案件１件、請願案件４件、合わせて２２件であります。これらの議案について、十分に内

容を審議した結果、いずれも重要な案件であることを本委員会は認識いたしまして、全て

を今期定例会で審議する議案として承認いたしました。 

 また、この審議議案の状況から、本定例会の会期日程についての審議では、審議日程な

どを考慮し、会期を本日２日から１７日までの１６日間とし、十分な審議を尽くしていた

だくことで承認いたしました。 

 次に、本定例会の議事日程でございますが、本日の日程は、この後、議長による諸般の

報告並びに加藤町長による行政報告を行っていただくこととしております。この行政報告

が終わりました後に、議件名を省略させていただきますが、議案第４１号から議案第５６

号までの１６議案を一括上程していただき、加藤町長に提案理由の説明を求め、このたび

は決算承認議案がありますので、代表監査委員より決算審査報告を行っていただきます。

なお、上程議案は委員会の付託を省略し、本会議で御審議していただくこととしています。

このことから、議案第４１号から議案第５５号までの議案は、９月８日及び９月１０日に

議案質疑をしていただきます。 

 次に、上程されている議案第５６号の審議を行っていただきます。担当課長からの詳細

説明を受けた後、質疑、討論、採決を行っていただくこととしています。 

 次に、報告第４号を上程し、町長より提案理由説明を行っていただき、その後、担当課

長より詳細説明をしていただきます。 

 次に、同意第１２号を上程し、町長より提案理由の説明と担当課長の詳細説明を受けた

後、質疑を行っていただき、その後、この議案は人事案件ですので、討論を省略し、直ち

に採決を行っていただくこととしています。 

 次に、請願第１号から請願第４号までの請願書４件を審議していただきます。このたび

の請願書は委員会の付託を行わず、本会議で審査していただくこととし、上程後、紹介議

員から趣旨説明を受けて、質疑、討論、採決を行っていただきます。 

 以上で令和２年第３回定例会の初日は散会とさせていただきます。 

 なお、議案の説明会を本日定例会散会後、協議会室にて行い、説明の時間が不足する場

合は３日午前９時から引き続き行うことといたしておりますので、御報告させていただき

ます。 

 次に、議案質疑日ですが、９月８日並びに１０日午前９時から開催を予定しております。 

 次に、定例会の再開日は９月１５日午前９時より再開し、最初に一般質問を行っていた

だきます。一般質問の通告は３名の方が通告されており、それぞれ受付順に質問し、答弁

をいただくこととしましたので、よろしくお願いいたします。 

 なお、発言は町の議会関係例規に基づいて行っていただきます。 

 この一般質問を終えた後、報告第４号を上程し、質疑を行っていただきまして、議会の
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報告を終了といたします。 

 以上をもって本会議は散会とさせていただきます。 

 次に、定例会最終日は９月１７日午前９時より再開し、議案第４１号から議案第５５号

までの１５議案を一括上程しまして、討論を行っていただきます。なお、議案に対する討

論は一括討論とさせていただきますが、修正議案が提出された議案は個別討論とさせてい

ただき、議案採決については、それぞれ１議案ごと、行っていただきます。 

 次に、初日に提案される請願４件が採択されたときには、ここで発議案として意見書の

提出について御審議をいただく予定でおります。また、この案件とは別に、発議案として

意見書２件が提出されておりますので、御審議をいただく予定としております。 

 以上の審議の終了をもって、閉会宣告していただき、令和２年第３回木曽岬町議会定例

会は閉会とされます。 

 以上で議会運営委員会の報告とさせていただきます。 

 令和２年９月２日、議会運営委員会委員長、加藤眞人。 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございます。 

 議会運営委員の皆様、どうも御苦労さまでした。 

 ここで皆様にお諮りします。 

 ただいま議会運営委員長より、今期定例会の会期は本日９月２日から９月１７日までの

１６日間とする旨の報告がございました。よって、今期定例会の日程は、委員長の報告ど

おり、本日から９月１７日までの１６日間といたしたいと存じますが、これに御異議ござ

いませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら９月１７日までの１６日間と決定しました。 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（服部芙二夫君） 次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 初めに、三重県町村議会議長理事会に関する報告でございますが、全国議長・副議長研

修会を当初５月に予定しておりましたところ、新型コロナウイルス感染拡大の影響により

延期となり、再調整を８月末で行っておりましたところ、再び感染拡大になり、本年度は

中止となりました。また、三重県町村議会議長会定期総会が７月３１日に開催され、会務

の報告及び国、県への要望提出議題の議決を行いました。 

 ８月２４日には県関係部長との意見交換会を行い、海抜ゼロメートル地帯に対する支援

や湛水防除事業における排水基準の見直し、木曽岬干拓地の土地利用について要望させて

いただきました。 

 桑名広域清掃事業組合議会議員としては、８月３日の第２回定例会において、令和元年

度桑名広域清掃事業組合一般会計並びにごみ処理施設整備事業特別会計の歳入歳出決算に
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ついて審議を行い、議決されました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

日程第４ 行政報告について 

○議長（服部芙二夫君） 次に、日程第４、行政報告についてを議題といたします。 

 加藤町長より行政報告をお願いします。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 改めて、皆さん、おはようございます。 

 今年の夏は４０度を超えるような危険な猛暑が連日続きました。しかし、９月に入って

少し気配が変わってきたかなと、そんな感じがしますが、今度は台風が８号に続いて９号、

そして、１０号も発生しているようでございまして、日本列島に接近し、被害がないよう

に願うところでございます。 

 そうした中、本日、令和２年の第３回の木曽岬町議会定例会を招集いたしましたところ、

議員の皆様方には、早朝から御参集を賜り、誠にありがとうございます。 

 伊藤厚紀議員のことに触れさせていただきます。突然、あの元気な伊藤厚紀議員さんが

お亡くなりになられました。皆さん方とただいま御一緒に御冥福をお祈りさせていただい

たところでございますが、彼のあの独特なヘアスタイル、そして、どこへ行くときでもコ

ーラを愛用しておられました。そんなことが印象に残っておりますが、本当に残念な思い

がいたします。改めて哀悼の意を表する次第でございます。 

 さて、今期定例会に上程いただきます議案は、各会計の補正予算案、条例の一部改正案、

各会計の決算認定など、いずれも重要な案件ばかりでございます。何とぞ十分な御審議を

賜りますようにお願いする次第でございます。 

 それでは、早速でございますが、議長の許可をいただきましたので、行政報告をさせて

いただきます。 

 まず、新たな防災ガイドブックについて御報告を申し上げます。 

 平成２７年５月の水防法の改正によりまして、最大規模の洪水、高潮への対策が示され、

その中で、洪水に関しては、現行の浸水想定区域を想定し得る最大規模の洪水に係る区域

に拡充して公表することとなり、また、これまで浸水想定区域が示されてこなかった高潮

に関しては、新たに想定し得る最大規模の高潮に係る浸水想定区域を公表しなければなら

ないこととなりました。 

 これにより、洪水に関しては、平成２８年の１２月に国土交通省から想定し得る最大規

模の降雨による浸水想定区域が公表され、本町では、国道２３号線以北の一部の地区が浸

水区域と指定されることになりました。また、高潮に関しては、本年の８月に三重県から

想定し得る最大規模の高潮による伊勢湾沿岸部における浸水想定区域が公表され、本町で

は全域が浸水区域となるだけでなく、高潮によって堤防を決壊させ、発生する浸水深の最
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大値を示しておりまして、役場周辺で７．９メートル、町全体の一番深い地点では、一時

的に水位が上昇して１３メートルの浸水深となり、１週間以上浸水が継続する状況となる

ということが示されたところでございます。 

 これは最大規模の高潮と計画規模の洪水が同時に発生し、高潮堤防を決壊させる最悪の

事態を想定したシミュレーションであり、想定される台風が伊勢湾周辺を通過する確率は

５００年から５０００年に１回と推定されていますが、万が一のときの命を守るための、

事前に広域避難の必要性を示すものでございます。 

 今般作成した新たな防災ガイドブックでは、これら新たに公表された内容を踏まえまし

て、これまでの地震、津波に加えて、洪水、高潮のハザードマップを掲載し、広く町民の

方々に周知させていただくこととさせていただいております。 

 さらに、今回の防災ガイドブックでは、町民自らが主体的に行動を起こし、早期に命を

守る体制を整えていただくための教科書的な役割となることを目的といたしているため、

自分自身で避難先や避難のタイミングを考え直接記入することができるページや、災害時

に備えて、氏名、住所、緊急連絡先や、かかりつけの病院などを記入しておき、日頃から

携帯しておいていただける切取り式の防災カードを添付させていただくなど、日頃から手

に取って御自身で考えていただけるような内容となっておりますし、今後は、本ガイドブ

ックを活用しながら、自主防災会を中心とした訓練を実施していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 なお、この防災ガイドブックは、９月１日発行の広報きそさき９月号と併せて全戸に配

布をさせていただいておりますので、議員の皆さん方におかれましても、町民の方々に積

極的に使用していただけるように周知していただきたいと考えているところでございます。 

 次に、本年の防災訓練でございますが、９月６日に予定いたしておりました防災フェア

につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大を考慮して中止とさせていただきました。

しかしながら、コロナ禍であるからこそ、新たな避難所運営の在り方が求められているこ

とも事実でございます。 

 このようなことから、このたびの防災訓練においては、自主防災会を対象としたコロナ

対策避難所設営研修を実施することとさせていただきました。新型コロナウイルス感染症

に対する不安や心配は尽きることはありませんが、一方で、災害はいつ発生するか予測で

きないことも事実でございます。こうした状況であるからこそ、新たな防災ガイドブック

を活用しながら訓練を重ねていくことで、町民の皆様の一層の防災意識の向上が図られる

ことに期待いたしているところでございます。 

 また、来る１１月５日には、津波対策の推進に関する法律で津波防災の日と定められて

おり、内閣府では、平成２５年度から市町村と連携した地震・津波防災訓練を実施してい

るところでございます。本年度におきましては、全国からの希望が多数の中、本町を含む

７市町、４市３町で実施することが決定されました。訓練の詳細な内容につきましては現
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在調整中でございますが、訓練実施日とは別に、自主防災会の組織力向上を目指し、避難

計画の確認、課題の把握、取組目標の設定などについてのワークショップの開催も企画し

ており、自助はもちろんのこと、安否確認や避難支援といった共助への意識づけの一助に

なればと考えているところでございます。訓練日が平日となってしまいますが、小中学校、

こども園、町内企業などと共に、１人でも多くの方々に御参加をいただきたいと考えてい

るところでございます。 

 このように、本年度は様々な形での訓練や防災意識の啓発活動を行ってまいりますが、

これらの訓練のほかにも、桑員２市２町との合同で行う広域避難訓練や、職員を対象とし

た風水害タイムラインに係る訓練、あるいは新型コロナウイルス感染症対策を講じた避難

所の開設訓練など、多種多様でより実践的な訓練を開催することで、町民の皆様一人一人

の防災に対する意識を高め、知識を向上させることができる機会になればと考えておりま

すので、多くの皆様に御参加いただきたいということをお願い申し上げ、今期定例会に当

たっての行政報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長の行政報告が終わりました。 

 それでは、これより議事に入ります。 

日程第 ５ 議案第４１号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第３号）

について 

日程第 ６ 議案第４２号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）について 

日程第 ７ 議案第４３号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について 

日程第 ８ 議案第４４号 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第 ９ 議案第４５号 木曽岬町附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１０ 議案第４６号 木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第４７号 木曽岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１２ 議案第４８号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定

について 

日程第１３ 議案第４９号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について 

日程第１４ 議案第５０号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計歳
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入歳出決算認定について 

日程第１５ 議案第５１号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

日程第１６ 議案第５２号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳出

決算認定について 

日程第１７ 議案第５３号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算認定について 

日程第１８ 議案第５４号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

日程第１９ 議案第５５号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定につ

いて 

日程第２０ 議案第５６号 社会福祉施設改修工事契約について 

○議長（服部芙二夫君） 日程第５、議案第４１号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町一

般会計補正予算（第３号）についてから日程第２０、議案第５６号、社会福祉施設改修工

事契約についてまでの１６議案を一括上程し、これを議題とします。 

 上程しました会議議件名を議会事務局長に朗読いたさせます。 

          〔職員朗読〕 

○議長（服部芙二夫君） 会議議件名の朗読が終わりました。 

 ここで、加藤町長に提案理由の説明を求めます。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいま上程を賜りました日程５、議案第４１号から

日程２０、議案第５６号までの１６議案について、その提案理由を申し上げます。 

 まず、日程５の議案第４１号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第

３号）についてでございますが、既決予算の総額に歳入歳出それぞれ２億９００万円を追

加し、予算総額を４１億７，５００万円とするものでございます。 

 補正の主な内容を申し上げますと、歳出全般にわたり、年度当初における人事異動に伴

う人件費の精査を行うとともに、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対

象事業に係る経費を総務費、商工費、消防費、教育費でそれぞれ追加計上いたしました。 

 このほか、総務費では、ふるさと応援寄附金額の増加に伴う関係経費とマイナポイント

事業や社会保障・税番号制度のシステム整備に係る経費を計上し、民生費では、国民健康

保険、介護保険の両特別会計への繰出金や障がい者自立支援給付審査等のシステム整備に

係る経費を計上するとともに、児童福祉費では、こども園、クローバー、保健センターで

行う新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に関する経費を追加計上いたしました。 

 農林水産業費では、水田情報システムと農地情報システムの連携機能の追加業務に係る
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経費や、県営湛水防除事業の新規要望分の事業計画書策定業務費用及び令和２年度の事業

に対する交付決定がなされたことに伴う増額分をそれぞれ追加計上し、土木費では、空家

等対策計画作成に係る同協議会委員の報酬費を追加計上いたしました。 

 以上が歳出予算の主なものでございますが、これに対する歳入といたしまして、国から

の交付額が確定いたしました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加分

や普通交付税のほか、それぞれの事業に対する国・県支出金及びふるさと応援寄附金の増

加分や前年度繰越金などを計上して、収支の均衡を図ったものでございます。 

 次に、日程６、議案第４２号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）についてでございますが、既決予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０

６０万円を追加し、予算総額を８億３，６６０万円とするものでございます。 

 その補正の主な内容を申し上げますと、歳入につきましては、令和元年度決算により繰

越額が確定したことや、本算定により保険料が確定したことで既決予算を精査させていた

だくほか、保険料軽減のため、一般会計からの財源を繰り入れるものでございます。 

 歳出につきましては、前年度の県保険給付費等交付金の精算により、返納金を追加させ

ていただくものでございます。 

 次に、日程７、議案第４３号、令和２年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）についてでございますが、既決予算の総額から歳入歳出それぞれ９

４万１，０００円を減額し、予算総額を１億４，４０５万９，０００円とするものでござ

います。 

 その補正の主な内容を申し上げますと、歳入につきましては、令和元年度決算により繰

越額が確定したことや本算定により保険料が確定したことで、既決予算を精査させていた

だくものでございます。 

 歳出につきましても、保険料の本算定に伴い、広域連合への納付金を精査させていただ

くものでございます。 

 次に、日程８、議案第４４号、令和元年度となっておりますが、２年度と訂正をお願い

いたします。 

 令和２年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてでござ

いますが、既決予算額に歳入歳出それぞれ７００万円を追加し、予算総額を５億３，６０

０万円とするものでございます。 

 その補正の主な内容を申し上げますと、歳入におきましては、本算定による介護保険料、

前年度会計の繰越金及び介護保険低所得者保険料軽減措置に係る一般会計からの繰入金な

どのほか、前年度支払基金、県支出金を計上するものでございます。 

 歳出につきましては、前年度の介護給付費分及び地域支援事業分等について、国県支出

金、支払基金及び一般会計繰入金が確定したことから、還付金を計上しております。 

 次に、日程９、議案第４５号、木曽岬町附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定
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についてでございますが、空家等対策計画作成に当たり、空家等対策の推進に関する特別

措置法第７条第１項に基づく協議会を設置するため、本条例の一部を改正するものでござ

います。 

 次に、日程１０、議案第４６号、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、前号の協議会設置に伴い同委

員の報酬を定めるため、本条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、日程１１、議案第４７号、木曽岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴い、子ども・子育て支援法の一部改正による項の繰上げに係る規定の整備

及び字句の整理を行うため、現行条例を改正するものでございます。 

 次に、日程１２、議案第４８号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決

算認定についてでございますが、令和元年度町一般会計決算の歳入総額は３５億４，０５

５万９，４４７円、歳出総額は３３億９，３０４万５，７９６円で、歳入歳出差引額が１

億４，７５１万３，６５１円となり、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費繰越

額が２，２３５万円、実質収支額は１億２，５１６万３，６５１円となりました。 

 なお、この実質収支額に対し、地方自治法第２３３条の２の規定による措置として、７，

０００万円を基金に繰り入れ、令和２年度に５，５１６万３，６５１円を繰り越す決算と

いたしております。 

 この決算額を前年度と比較いたしますと、歳入では５億７，７４４万円、率にして１９．

５％の増額、歳出では４億９，９２８万７，０００円、率にして１８．９％の増額となっ

ております。 

 それぞれの増額の主な要因につきましては、まず、歳入については、地方税収入におい

て、木曽岬メガソーラー株式会社の事業運営の形態の変更に伴い法人税割が大きく増加し、

対前年度比で５億円の増となっております。また、地方特例交付金において、幼児教育・

保育の無償化に係る財政措置として、子ども・子育て支援臨時交付金を受けたことから、

対前年度比で１，１００万円増となっているほか、寄附金収入において、多額のふるさと

応援寄附金を受けたことから、対前年度比で１億２，４００万円の増額となっております。 

 一方、歳出については、公債費において、複合型施設建設費に伴う元金償還が始まった

ことや、利率が高い一部起債の繰上償還を行ったことにより、対前年度比で１億円の増額

となっております。 

 また、物件費において、地域ＢＷＡ事業に係る委託料やふるさと応援寄附金の寄附額増

加に伴う返礼品及び業務委託料の増加などにより、対前年度比で２億６００万円増額とな

っているほか、積立金においても、地方税収入の大幅な増加による余剰金の財政調整基金

への臨時積立やふるさと応援寄附金額の増加に伴う基金積立てにより、対前年度比で３億
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３，５００万円増額となっております。 

 また、令和元年度決算を分析いたしますと、町税や使用料などの自主財源が５２．２％、

地方交付税や国県支出金などの依存財源が４７．８％であることから、自主財源比率は前

年度に比べて８．９ポイント改善しております。また、財政力指数においては０．５２６

で、前年度に比べ０．０１８悪化となっております。 

 今後の町財政においても、少子高齢化に伴う社会保障経費など経常的経費の増加により、

財政構造の硬直化がますます進むことが推測されます。引き続き、経費の削減などによる

財政事情の改善に努め、弾力性を持った健全な財政運営を図っていくことが必要であると

考えているところでございます。 

 次に、日程１３、議案第４９号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額で８億５，６９４万５，４２３円、

歳出総額では８億４，９９２万６，２６９円となり、実質収支額は７０１万９，１５４円

となりました。この額が令和２年度への繰越額となるものでございます。 

 令和元年度の概要を申し上げますと、被保険者数は１，５８９人で前年度より８５人減

少しており、医療費の保険者負担額は５億６，３２３万円と、前年度と比較して８３万円

の増額、率にして０．１５％上昇いたしました。 

 この主な要因は、被保険者数は減少しているものの高額医療費が伸びており、１人当た

りの医療費が増加したことによるものでございます。保険料の収納状況につきましては、

現年度分で９４．２％、前年度と比較して０．４ポイントの下降となりました。景気低迷

などによる収納低下と累積滞納者の影響の中、未納者への対応については分納計画の推進

や短期証の発行など厳しい対応を行い、収納率の向上に努めることが必要であると考えて

おります。 

 次に、日程１４、議案第５０号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定についてでございますが、歳入総額で１億４，０３６万６，６４２

円、歳出総額では１億３，９８１万７，９８１円となり、実質収支額は５４万８，６６１

円となりました。この額が令和２年度への繰越額となるものでございます。 

 令和元年度の概要を申し上げますと、被保険者数は９５１人で、前年度より２７人増加

しており、医療費の保険者負担額は６億６，９８３万円と、前年度と比較して１，２９７

万円の増加、率にして２％増加いたしました。 

 当町の医療費は他の市町と同様に年々増加しており、この要因は、被保険者の増加によ

る受診件数や高額治療が増加していることにございます。今後、高齢化が急速に進み、医

療費も増加の一途をたどることが予測されることから、国保同様に健康診査の受診率を高

めるほか、介護事業などの予防手段も積極的に行い、早期発見、早期治療を図っていく必

要があると考えております。 

 次に、日程１５、議案第５１号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳
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入歳出決算認定についてでございますが、令和元年度における６５歳以上の第１号被保険

者数は２，０２４人で、前年度より１９人、０．９％増加しており、高齢化率では３２．

３％、また、要介護認定者数は２４５人で、前年度の２４９人と比較して４人の減少とな

っております。 

 令和元年度の本会計決算額は、歳入総額が５億１，６３７万２，２７８円、歳出総額５

億８４４万５，６７５円で、実質収支額は７９２万６，６０３円となりました。 

 歳入におきましては、保険料と保険給付費等に係る公費負担金が主なもので、そのほか

には前年度の繰越金でございます。 

 歳出の主なものは、要介護認定を受けた方の介護サービス利用に係る保険給付費で、全

体支出額の９２％を占めており、前年度より約２，２００万円の増額となりました。 

 保険給付費の内訳では、訪問、通所等、居宅サービスが３２．７％、特別養護老人ホー

ム等、施設介護サービスが４５．２％を占めております。そのほかには、地域支援事業費

として、社会福祉協議会に委託している通所型サービス事業や地域包括支援センター事業

などを実施いたしました。 

 次に、日程１６、議案第５２号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳

入歳出決算認定でございますが、歳入総額で２８０万７６７円、歳出総額では２７２万８，

８１３円となり、実質収支額は７万１，９５４円で、この額が令和２年度への繰越額とな

るものでございます。 

 この会計は、公共用地の先行取得と保有する土地の財産管理を行う会計となり、歳入で

は、保有財産の貸付収入が主なものでございまして、歳出では、保有財産の維持管理に要

した費用及び保有財産の貸付収入を町一般会計へ繰り出した決算となってございます。 

 次に、日程１７、議案第５３号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算認定についてでございますが、令和元年度における農業集落排水事業

４処理区の概要として、処理区域内人口が２，１８３人に対しまして水洗化人口は２，１

７９人で、水洗化率は９９．８％と前年度と変更ございません。 

 決算額は、歳入総額が８，２８８万９，９４９円、歳出総額が７，９７４万５，２５２

円で、実質収支額である３１４万４，６９７円を令和２年度へ繰越しいたします。 

 その主な内容といたしましては、歳入では、下水道使用料２，５５５万９，１１０円や、

一般会計予算からの繰入金５，２１６万９，０００円などとなっております。 

 歳出では、一般事務や料金の賦課徴収、下水道施設の運転管理、機器の維持修繕などに

要する施設管理費が５，２２１万８，０８２円、また、施設建設に要した地方債の元利償

還金に当たる公債費が２，７５２万７，１７０円となっております。 

 次に、日程１８、議案第５４号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算認定についてでございますが、決算年度における概要として、処理区域

内人口４，０４５人に対し水洗化人口は３，９９８人で、水洗化率は９８．８％と前年度
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に比べ０．１ポイント減となりました。 

 決算は、歳入総額が５億１，００８万７，０７５円、歳出総額が５億３９９万６，８２

９円となり、実質収支額は６０９万２４６円で、この額を令和２年度へ繰越しいたします。 

 その主な内容といたしましては、歳入では、下水道使用料４，３３６万９，６８２円や、

一般会計予算からの繰入金２億３，３３６万円、起債（下水道事業債）１億円、国庫支出

金１億２，７４５万円などとなっております。 

 歳出では、料金の賦課徴収、使用料金の改定検討業務、処理場施設の運転管理、下水道

施設の維持修繕や更新に要する経費といった施設管理費が３億５，０７９万６，１８５円、

施設建設に要した地方債の元利償還金である公債費が１億５，３２０万６４４円となって

います。 

 令和元年度は、下水道長寿命化計画に基づく処理場の電気設備更新工事や屋根・空調工

事などを実施いたしました。 

 次に、日程１９、議案第５５号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認

定についてでございます。 

 会計年度中の業務の概要を申し上げますと、給水栓数は２，６４６戸で、前年度に比べ

６戸増えました。年間配水量は９５万６，５１１立方メートル、日平均配水量は、契約水

量４，８００立方メートルに対して２，５９２立方メートルとなっております。有収水量

は８７万８，６８４立方メートルで、前年度から２万８，１８６立方メートル減少し、有

収率は９１．９％で、前年度から１．６ポイントの減となりました。 

 収益的収入と支出でございますが、水道使用料などの営業収益を主とする収入の決算額

は２億７，３８３万３，８０２円となりました。また、支出の決算額は、この収益を得る

ために要した水道事業費用として２億７，７０４万１，５２７円となり、令和元年度の純

損失は３２０万７，７２５円、前年度より３万円余り損失が減少した決算となりました。 

 事業資産を形成するために要する資本的収支の決算ですが、収入は、新規８件、増径１

件の加入者負担金と、木曽岬干拓地内の加圧ポンプ所の設計等に要する費用を三重県から

負担金として受け入れたものでございます。 

 支出では、三重県企業庁へ委託しております木曽岬干拓地内の加圧ポンプ所の設計業務

と、計画的に進めております老朽化した配水管の布設替工事等でございます。 

 次に、日程２０、議案第５６号、社会福祉施設改修工事契約についてでございますが、

令和２年８月２０日に一般競争入札に付した令和２年度社会福祉施設改修工事の契約につ

いて、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の

規定により、議会の議決を得るものでございます。 

 以上、上程を賜りました１６議案の提案理由の説明とさせていただきます。 

 なお、細部につきましては、それぞれ所管課長から説明させていただきますので、何と

ぞ十分な審議を尽くしていただきますようにお願い申し上げるものでございます。よろし
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くお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長の提案理由説明が終わりました。 

 続きまして、過日、令和元年度町一般会計及び特別会計並びに水道事業会計、それぞれ

の会計の歳入歳出に関して決算審査が実施されておりますので、深津和男代表監査委員よ

り決算審査報告を行っていただきます。 

○代表監査委員（深津和男君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 深津和男監査委員。 

○代表監査委員（深津和男君） 御指名がありましたので、監査委員２名を代表いたしま

して、令和元年度木曽岬町各会計決算に関する審査結果を御報告申し上げます。 

 本年度の決算審査は、去る７月１０日に令和元年度木曽岬町水道事業会計を行い、７月

１５日、１６日、１７日の３日間にわたる日程で、令和元年度木曽岬町一般会計、国民健

康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、土地取得特別会計、農業

集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算について、伊藤好博監

査委員と共に、地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項並びに地方公営企

業法第３０条第２項の規定に基づき、第２委員会室において対面による審査を実施し、７

月１７日には関係者の御出席をいただいて講評を行いました。 

 審査に当たって、私たちは、町長から提出されました各会計に関する帳簿、書類を閲覧

し、これらは地方自治法、木曽岬町条例及び関係諸法令に準拠して適正に作成されている

かどうか、予算が適正かつ効率的に執行されているかどうかに主眼を置き、関係者の説明

を聴取し、併せて、定期監査及び例月出納検査結果をも考慮して、関係諸帳簿並びにその

他証書類との照合等、通常実施すべき審査の手続を実施しました。 

 その結果、いずれの会計も、歳入歳出決算書、同決算事項別明細書、実質収支に関する

調書及び財産に関する調書は、地方自治法、木曽岬町条例及び関係諸法令に準拠して作成

されており、その計数は関係諸帳簿並びにその他証書類と照合した結果、誤りのないもの

と認められ、予算の執行及び関連する事務の処理は適正に行われていると認められました。 

 また、基金の運用状況を示す書類について審査の結果、計数は誤りのないものと認めら

れ、その運用は所期の目的に沿ってなされており、関連する事務の処理も適正に行われて

いると認められました。 

 審査結果の詳細は、既に皆様のお手元に配付されております決算審査意見書に詳しく記

述しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

 なお、総括的意見につきまして審査意見書に明記しましたが、歳入面においては、一般

会計では町税の収納率は前年度より向上しましたが、後期高齢者医療特別会計、農業集落

排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計では、収納率の減少が見受けられました。ま

た、不納欠損処分に関しては、国民健康保険特別会計において前年度を上回っており、金

額も高額となっております。 
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 こうした現状から、今後とも税や料の賦課徴収に当たっては積極的な滞納処理などに心

がけ、住民負担の平等、公平性に期するようにされ、町財政の健全化の観点から、なお一

層の努力が望まれるところであります。また、歳出においては、事務事業等の予算の早期

執行を図り投資効果を生み出すと共に、より効率的な運営と進行管理により、年度末によ

く予算を点検して、多額な不用額は生じないように努めていただきたいと考えます。 

 そして、各種団体に関する補助金に関しては、公益性の観点から交付後の活用実態を把

握し、絶えず点検、見直しをするように心がけ、団体育成の観点からも、より適正な執行

と管理に努めていただきたいと考えます。 

 最後に、複合型施設や津波避難タワー等、防災諸施設整備の大型プロジェクトも一段落

し、また、木曽岬干拓地も順調に企業立地が展開されております。今後とも、施策の展開

に当たっては中長期の財政計画の下、特定財源を確保するなど、財政構造の健全化を推し

進めるとともに、安心して住み続けることができ、災害に対する安全性を高め、自然を生

かすまちづくり、環境と産業が調和した特色あるまちづくり、農・漁業の新たな展開・人

づくりに向け、多方面の取組に期待をいたします。特に８月６日に県から発表されました

高潮浸水想定図によれば、海抜ゼロメートル地帯の木曽岬町に改めて災害の恐ろしさを突

きつけております。命を守る具体的なさらなる取組に期待いたします。 

 以上で令和元年度決算審査報告を終わります。 

 令和２年９月２日、代表監査委員、深津和男。 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございました。 

 代表監査委員による決算認定に関する監査報告を行っていただきました。 

 ただいま上程しております議案について、総括質疑の事前通告を昨日９月１日正午まで

受け付けましたが、この間、通告がございませんでしたので、このことを報告し、総括質

疑を終了します。 

 タブレット、スマホの持込みは６月定例会と同様に許可しますことを申し上げます。 

 ここで暫時休憩といたします。１０時１５分までの休憩といたします。 

                            午前１０時 １分休憩   

                            午前１０時１５分再開   

○議長（服部芙二夫君） 休憩を解き、本会議に戻します。 

 ただいま上程しております議案は、議会運営委員長より委員会付託を省略して本会議に

おいて審議する旨の報告がなされました。 

 ここで皆様にお諮りします。 

 ただいま上程しております日程第５、議案第４１号から日程第２０、議案第５６号までの

１６議案を、会議規則第３９条第３項の規定によって委員会への付託を省略し、本会議にお

いて審議したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（服部芙二夫君） 異議なしと認めます。よって、上程しております日程第５、議案

第４１号から日程第２０、議案第５６号までの１６議案は委員会への付託を省略し、本会議

で審議することに決定しました。 

 なお、ただいま上程しております議案第４１号から議案第５５号までの議案の質疑は９

月８日並びに１０日に行います。 

 次に、上程しております議案第５６号の審議を行います。 

 事務当局の詳細説明を求めます。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） それでは、議案第５６号、社会福祉施設改修工事契約につ

いて説明させていただきます。 

 令和２年８月２０日に、木曽岬町契約事務規則第５条の規程に基づき、一般競争入札に付

した令和２年度社会福祉施設改修工事について、下記のとおり契約を締結するため、地方自

治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 １の契約の目的は令和２年度社会福祉施設改修工事、２の契約の方法は一般競争入札、３

の契約金額は１億１，５５０万円、４の契約の相手方は、三重県桑名市寿町３丁目４７番地

の株式会社伊藤工務店であります。 

 下段の提案理由ですが、令和２年８月２０日、一般競争入札に付した令和２年度社会福祉

施設改修工事の契約については、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を得る必要があるものでございます。こ

れがこの議案を提出する理由でございます。 

 別紙として、建設工事請負仮契約書を添付しております。 

 簡単でありますが、説明は以上です。 

○議長（服部芙二夫君） 事務当局の詳細説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑のあります方は御発言ください。 

○８番（中川和子君） ８番。 

○議長（服部芙二夫君） ８番議席、中川君。 

○８番（中川和子君） 全員協議会でも説明をいただいたんですが、今度の工事の概要で、

改修工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式で、このような契約金額が出てきた

と思うんですが、それぞれの工事の概算額を教えていただきたいのと、それから、今回１

億超えの大きな金額ですが、そこはいいです。まず、じゃ、それを教えてください。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 今回の改修費用についての内容の概算ですけれども、建
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築工事で約４，８００万ほど、電気設備で３，０００万ほど、機械設備で２，０００万ほ

どというような形の概算額が、積算額ですけれども、算定しております。 

 以上です。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 中川君。 

○８番（中川和子君） それぞれ積算額をお伺いしましたが、これは一括で工事発注する

わけですが、例えばそれぞれ電気設備だとか機械設備なので、分割発注は可能ではなかっ

たんでしょうか。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） その辺りについては、今回、令和３年度から社会福祉協

議会のほうへ事業運営をするということもありまして、効率的に工事を進めていくという

意味でも一般競争入札での発注にさせていただいたということでございます。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ８番議席、中川君。 

○８番（中川和子君） もう一点ですが、２０１７年、平成２９年２月に策定されました

当町の公共施設設備等総合管理計画によりますと、旧南部保育園・幼稚園跡は一応大改修

が平成３３年、２０２１年度に行われることになっていて、その費用は約１億８，３００

万円となっているんですが、今回は社会福祉施設とはなっているんですけれど、もし南部

保育園・幼稚園が存続しているとすれば、大改修で１億８，３００万円が予算として予定

をされていた。その中で、今回の社会福祉施設の改修工事ではありますが、この中の大部

分の予算が使われるわけですが、今回は社会福祉施設の改修工事とはなっておりますが、

旧南部幼稚園・保育園の大規模改修とみなしてよろしいですか。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 言われるとおりに管理計画におきましては、大規模改修

年度が令和３年度というふうに計画しております。実際には今回は保育園、幼稚園の統合

によりまして、今、旧南部の幼稚園・保育園の施設が空き施設ということもありますので、

また、その空き施設というのに併せて社会福祉施設の改修工事を行うものでございますの

で、管理計画の令和３年度大規模改修とは時期が違いますが、空き施設を有効利用するた

めに施設改修を行うものでございます。 

○議長（服部芙二夫君） ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 御質疑もないようですので、質疑を終わりたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 
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          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 討論者なしと認め、これにて討論を終結します。 

 これより上程されております議案の採決に入ります。 

 それでは、日程第２０、議案第５６号、社会福祉施設改修工事契約について、原案のと

おり可決することに賛成の方は御起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございます。起立全員です。よって、議案第５６号

は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

日程第２１ 報告第４号 令和元年度決算に基づく木曽岬町健全化判断比率及び資金不足

比率の報告について 

○議長（服部芙二夫君） 次に、日程第２１、報告第４号、令和元年度決算に基づく木曽

岬町健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを上程とし、議題といたします。 

 ここで、加藤町長に提案理由説明を求めます。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいま上程を賜りました日程第２１、報告第４号、

令和元年度決算に基づく木曽岬町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について御説明

申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めによりまして、令和元年度決算に基づ

く木曽岬町の健全化判断比率及び資金不足比率を算定いたしましたので、監査委員の意見

を付しまして、議会に報告させていただくものでございます。 

 なお、細部につきましては担当課長から説明させていただきますので、十分な御審議賜

りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長の提案理由説明が終わりました。 

 続いて、事務当局の詳細説明を求めます。 

○総務政策課副参事（中山重徳君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 中山総務政策課副参事。 

○総務政策課副参事（中山重徳君） それでは、報告第４号、令和元年度決算に基づく木

曽岬町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について説明を申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項並びに第２２条第１項の規定に

より、令和元年度決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率について、監査委員の意見



 - 20 - 

を付して別紙のとおり報告するものでございます。 

 めくっていただきまして、健全化判断比率、資金不足比率の内容につきまして説明を申

し上げます。 

 この報告は、地方公共団体の深刻な財政悪化を未然に防止することを目的として、表題

にありました地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく財政指標を御報告申し上

げるもので、平成２０年度から施行されたものでございます。 

 上段の表が法第３条第１項に定める健全化判断比率で、実質赤字比率、連結実質赤字比

率、実質公債費比率及び将来負担比率の４項目となります。また、下段の表が法第２２条

第１項の定めによる公営企業会計を対象とした資金不足比率となっております。この比率

が基準値以上になると財政健全化のために再生計画を策定しなければなりません。 

 まず、上段の①の実質赤字比率は、一般会計と土地取得特別会計を加えた普通会計と呼

ばれる会計の区分におきまして、資料の上段の標準財政規模２０億５，３７６万７，００

０円に対する実質赤字額の割合を示すものでございます。 

 今期の決算で一般会計は１億２，５１６万３，６５１円の黒字、土地取得特別会計も７

万１，９５４円の黒字で、国の示す早期健全化基準値が１５％、財政健全化基準値が２０％

で、いずれも該当するところではございませんでした。 

 次の②連結実質赤字比率は、町の一般会計と特別会計、企業会計を連結したもので、こ

の全ての会計の赤字額と標準財政規模との比率で、今期の決算ではいずれの会計にも赤字

が生じておりませんので、算定指標はなく、該当はございませんでした。 

 次の③実質公債費比率は、地方債の元利償還金を標準財政規模で割った３年間の平均値

で、今回は３．２％となりました。昨年度が２．５％ですので、０．７ポイントのプラス

となりました。 

 令和元年度においては、土木債や総務債、農林水産業債等を中心に新規の起債発行をし

ましたが、近年借り入れた庁舎建設債と防災事業債の元金償還などが影響し、数値はプラ

スに転じました。なお、平成３０年度決算における実質公債費比率の県下の平均値は６．

１％、全国の平均値は６．４％となっております。 

 次に、④の将来負担比率は、一般会計の地方債の現在高に企業会計の借入金、広域連合

などの一部事務組合等の町負担見込額、設立法人の町負担見込額を合わせたものと町の背

負う全ての負債、負担金から、町が保有する基金の総額、地方債の償還に際し交付税に算

入される基準財政需要額算定額を差し引いたものを標準財政規模で割ったものが将来負担

比率となります。 

 木曽岬町では、負担額より基金や交付税などの充当可能財源が上回り、算定指数があり

ません。これは借入金よりも保有する財産、資産が上回っているということでございます。

平成３０年度決算の報告では、算定指数がなかったのは、県下では１３団体に限ったこと

でございます。 
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 下段の資金不足比率は、水道や下水道など、それぞれの企業会計ごとに資金の不足額を

事業の規模で割ったときの比率です。木曽岬町の水道会計は流動負債を流動資産が大きく

上回ることや、農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計は町からの繰入れ

を行いましたので、いずれも不足額が生じることはなく、算定指数はございません。 

 説明は以上でございます。 

 報告書の次に添付しました監査委員会の報告書を添えまして、報告第４号、財政健全化

判断比率、資金不足比率の報告とさせていただきます。 

○議長（服部芙二夫君） 事務当局の詳細説明が終わりました。 

 この議案の質疑は９月１５日に行います。 

日程第２２ 同意第１２号 木曽岬町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

○議長（服部芙二夫君） 次に、日程第２２、同意第１２号、木曽岬町教育委員会委員の

任命につき同意を求めることについてを上程し、これを議題とします。 

 それでは、加藤町長に提案理由説明を求めます。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいま上程を賜りました、日程第２２、同意第１２

号、木曽岬町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて御説明を申し上げま

す。 

 教育委員の藤井由弘氏が令和２年９月３０日に任期満了となります。藤井氏におかれま

しては、平成１９年６月より１３年３か月の長きにわたり、本町の教育行政の推進に多大

の御尽力をいただきましたが、御本人より退任の申出がありましたことから、このたびそ

の後任として伊藤隆之氏を人選いたしましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項に基づき同意を求めるものでございます。 

 伊藤氏におかれましては、人格も高潔で、教育、学術及び文化の各分野に関し識見を有

し、教育委員として適任であると存じますので、議員の皆様方に御同意いただきたくお願

い申し上げるものでございます。 

 なお、細部につきましては教育課長より説明を申し上げますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（服部芙二夫君） 加藤町長の提案理由説明が終わりました。 

 続いて、事務当局の詳細説明を求めます。 

○教育課長（黒田和弘君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 黒田教育課長。 

○教育課長（黒田和弘君） 同意第１２号、木曽岬町教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについて御説明をさせていただきます。 
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 下記の者を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

 下段、提案理由といたしまして、木曽岬町教育委員会委員、藤井由弘氏が令和２年９月

３０日をもって任期満了になることに伴い、上記の者を教育委員に任命しようとする。こ

れがこの議案を提出する理由でございます。 

 任命しようする者といたしまして、住所が桑名郡木曽岬町大字見入７２８番地５８、氏

名、伊藤隆之氏でございます。生年月日は昭和２９年２月２０日でございます。 

 このたび新たにお願いする伊藤隆之氏におかれましては、人格的にも優れておられ、教

育、学術及び文化の各分野に対しても高い見識をお持ちの方でございますことから、教育

委員として適任であると考えておりますので、御同意いただきたくお願い申し上げるもの

でございます。なお、御同意いただいた場合での任期は、令和６年９月３０日までの４年

間となります。 

 説明は以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 事務当局の詳細説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 同意第１２号について、御質疑のあります方は御発言ください。 

○８番（中川和子君） 議長、８番。 

○議長（服部芙二夫君） ８番議席、中川君。 

○８番（中川和子君） 藤井氏の退任によってということですが、今回、女性という選択

肢はなかったのかなということをお伺いしたいのと、伊藤隆之氏におかれては、町長も教

育課長も同じような提案理由を述べられたんですが、国保の運営協議会の会長もされてい

るので、兼任されるのはいかがなものか、なるべくこういうものは重ならないような配慮

をしたほうがいいと思うんですが、その２点、いかがでしょうか。 

○教育課長（黒田和弘君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 黒田教育課長。 

○教育課長（黒田和弘君） 今の御質問でございますが、まず、女性の検討はなかったの

かという御質問でございますが、女性も含めまして、数人の方を候補として挙げさせてい

ただきまして検討させていただきました。当然、教育委員の中に女性の方も入っていただ

くことは当然でございます。現在、お一人、宮崎委員、女性の方で入っていただいており

ますので、また、その中で検討した結果、次の御質問とかぶると思うんですが、伊藤隆之

氏におかれましては、教育分野におかれましても長年体育指導委員ですとかスポーツ推進

員に就任していただいておりまして、教育関係の、現在ですと町のスポーツの振興のほう

にも大変御尽力をいただいている方でございます。教育のことにも熱心でございまして、

適任であろうということで考えさせていただきました。 

 もう一点、国民健康保険の運営協議会の会長を務めてみえるということで御質問でござ
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いますが、教育委員の兼職の制限のところにつきましては、地方公共団体に執行機関とし

て置かれる委員会の委員、または地方公共団体の常勤の職員と兼ねることができないとい

う規定がこの法律にございます。その中で、国保の運営協議会につきましては、市町村の

必置機関ではございますが、執行機関ではございません。また、地方公務員法の規定によ

ると、特別職の地方公務員には当たりますが、非常勤でございますので、常勤の公務員で

はございませんので、法的にも問題ないということで理解をしております。 

 以上でございます。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） ８番議席、中川君。 

○８番（中川和子君） 女性も含めて検討されたということで、今回は男性が、この方が

ふさわしかったという点は理解できました。 

 それから、兼職のことに関しては法律に従ってもちろんやっていただいているとは思う

んですが、法律云々というよりもうちはすごく人口が少ない中で、なるべくなら役が重な

らないように幅広いところで人選をしていただきたいなということを申し上げておきます

ね。 

○議長（服部芙二夫君） ほかに御質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 御質疑もございませんので、質疑を終結したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

 これより討論に入るわけでございますが、ここでお諮りします。 

 上程しております議案は人事に関することでございます。よって、討論を省略して直ち

に採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 異議なしと認めます。 

 これより議案採決に入ります。 

 日程第２２、同意第１２号、木曽岬町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて、原案のとおり同意することに賛成の方は御起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございます。起立全員です。したがって、同意第１

２号は原案のとおり同意することに決定しました。 

日程第２３ 請願第１号 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願書 

日程第２４ 請願第２号 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願

書 
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日程第２５ 請願第３号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充

を求める請願書 

日程第２６ 請願第４号 防災対策の充実を求める請願書 

○議長（服部芙二夫君） 次に、日程第２３、請願第１号から日程第２６、請願第４号ま

での請願書４件を上程し、これを議題とします。 

 事務局長に請願文書表を朗読いたさせます。 

○議会事務局長（平松孝浩君） 議長。 

○議長（服部芙二夫君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（平松孝浩君） それでは、お手元の請願文書表の御確認をお願いいたし

ます。 

 請願につきましては、４件提出がされております。 

 まず１つ目、受理番号１、令和２年８月１９日、件名は義務教育費国庫負担制度の存続

と更なる充実を求める請願書。 

 請願の趣旨は、義務教育費国庫負担制度を存続、充実され、国の責務として必要な財源

が確保されるよう決議いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い申し上

げますというものでございます。 

 請願者の住所及び氏名は、下段に記載のとおりでございます。紹介議員の氏名は伊藤好

博議員でございます。 

 次に、受理番号２、令和２年８月１９日、件名、教職員定数改善計画の策定・実施と教

育予算拡充を求める請願書でございます。 

 請願の趣旨といたしまして、子どもたちの豊かな学び、保障に向け、教職員定数改善計

画の策定・実施と教育予算の拡充を行うよう決議いただき、国の関係機関に意見書を提出

いただくようお願いを申し上げるというものでございます。 

 請願者の住所及び氏名につきましては、先ほどと同様でございます。紹介議員につきま

しても同様でございます。 

 次に、受理番号３、令和２年８月１９日、件名、子どもの貧困対策の推進と就学・修学

支援に関わる制度の拡充を求める請願書でございます。 

 請願の要旨といたしまして、子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度が

拡充するよう決議いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い申し上げる

というものでございます。 

 請願者の住所、氏名及び紹介議員につきましては、同様でございます。 

 次に、受理番号４、令和２年８月１９日、件名は防災対策の充実を求める請願書でござ

います。 

 請願の要旨は、子どもたちの安心安全を確保するため、巨大地震等の災害を想定した防

災対策の充実を図るよう決議いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い
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申し上げるというものでございます。 

 請願者の住所及び氏名、紹介議員の氏名は、同様でございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） 請願書の審議については、会議冒頭に議会運営委員長より委員

会付託を省略して本会議において審議する旨の報告がなされました。 

 ここで皆様にお諮りします。 

 ただいま上程しました請願４件の審議については、会議規則第９２条第２項の規程によ

って委員会への付託を省略し、本会議において審議をしたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 異議なしと認めます。よって、上程しました請願第１号から第

４号の請願４件については委員会への付託を省略し、本会議で審議することに決定しまし

た。 

 それでは、請願書の審議に入ります。 

 日程第２３、請願第１号から日程第２６、請願第４号までの４件の請願書について、紹

介議員の趣旨説明を求めます。 

 登壇の上、お願いします。 

○９番（伊藤好博君） 議長、９番。 

○議長（服部芙二夫君） ９番議席、伊藤好博君。 

○９番（伊藤好博君） それでは、請願の趣旨説明をさせていただきます。 

 請願第１号の趣旨説明を申し上げます。 

 別紙の請願書の朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願書。 

 趣旨といたしまして、義務教育費国庫負担制度が存続、充実され、国の責務として必要

な財源が確保されるよう決議いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い

申し上げます。 

 請願の理由でございます。 

 義務教育費国庫負担制度は、憲法の要請に基づく義務教育の根幹である無償性、教育の

機会均等を保障し、教育水準の維持向上を図るため、国が責任を持って必要な財源を措置

するとの趣旨で確立された制度です。 

 しかしながら、１９８５年に義務教育費国庫負担金の対象外となった教材費等は一般財

源の中に組み込まれたままです。３月以降、新型コロナウイルス感染症対策の１つとして

全国の学校が臨時休業となり、国、各都道府県において、オンライン教育を進めるための

環境整備が行われました。しかし、都道府県格差、市町格差は大きく、子どもたちの学び

の機会は均等であるとは言えません。文部科学省の学校における教育の情報化の実態等に
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関する調査によると、三重県内では、教育用コンピューター１台当たりの児童生徒数は５．

２人、普通教室の無線ＬＡＮ整備率は３６．０％と、まだまだ十分でない状況があります。 

 未来を担う子どもたちの豊かな学びを保障することは極めて重要なことです。義務教育

の水準を安定的に確保し、地域格差が生じないようにするためには、一般財源でなく国庫

負担金による財源の確保とその増額が必要です。 

 以上のような理由から、義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を強く切望する

ものです。 

 次に、請願第２号の説明を申し上げます。 

 同じく、請願書の朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書。 

 趣旨といたしまして、子どもたちの豊かな学びの保障に向け、教職員定数改善計画の策

定、実施と、教育予算の拡充を行うよう決議いただき、国の関係機関に意見書を提出して

いただくようお願い申し上げます。 

 請願の理由。 

 子どもたちの姿を出発点とした主体的で共同的な豊かな学びを実現するためには、教職

員定数の改善が最も重要な環境整備の１つだと考えます。２０１９年、経済協力開発機構

公表値によると、加盟国１クラス当たりの児童生徒数が小学校２１人、中学校３３人であ

るのに対し、日本は小学校２７人、中学校３２人、三重県は小学校２５．２人、中学校３

０．３人（令和元年度学校基準調査）と、加盟国の平均を大きく上回っています。 

 木曽岬町においても、学級担任等を含めると４０人を超える過密な状態で学習活動をせ

ざるを得ない学級もあり、町においても可能な限り対応していただいておりますが、学校

も新しい生活様式への対応に苦慮している状況があります。また、個別の支援を必要とす

る児童生徒や外国につながる児童生徒も増加傾向にあり、教職員がよりきめ細かく児童生

徒一人一人と向き合うためには、さらなる環境整備が必要です。 

 以上のような理由から、少人数学級編成を進めるための教職員定数改善計画の策定、実

施と、教育予算の拡充を強く切望するものです。 

 次に、請願第３号の説明を申し上げます。 

 同じく、請願書の朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願書。 

 趣旨といたしまして、子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度が充実す

るよう決議いただき、国の関係機関に意見書を提出していただくようお願い申し上げます。 

 請願の理由。 

 学校には様々な生活背景から課題を抱えた子どもたちが通っています。厚生労働省の国

民生活基準調査によると、子どもの貧困率は１３．５％となり、およそ子ども７人に１人

の割合で貧困状態にあると言えます。また、大人が１人の世帯の相対的貧困率は４８．１％
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と、大人が２人以上いる世帯、貧困率１０．７％より著しく厳しい経済状況に置かれてい

ます。 

 ２０２０年３月に策定された第２期三重子どもの貧困対策計画の基本理念である、生ま

れ育った家庭の経済状況に関わらず、三重県の子どもが必要な教育支援、生活支援、親へ

の就労支援等によって、夢と希望を持って健やかに成長できる環境整備が図られている状

況の実現には、教育に係る公的支援が極めて重要です。子どもたちに対して、教育相談な

どを充実させる取組や、学校だけでは理解が困難な事案について、関係機関と連携した支

援を行うなどの取組が今以上進められていく必要があります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイトや保護者の収入が減り、学費を払えない

学生、生徒に対し、政府は学びの継続のための学生支援緊急給付金を創設しましたが、全

ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるためには、貧困の連鎖を断ち切り、経済格

差を教育格差に結びつけないために、就学・修学支援に関わる制度、施策のより一層の充

実が必要です。 

 以上のような理由から、全ての子どもたちへの学ぶ機会を保障するため、子どもの貧困

対策の推進と就学・修学保障制度の拡充を強く切望するものです。 

 次に、請願第４号の説明を申し上げます。 

 これまでと同様に、請願書の朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

 防災対策の充実を求める請願書。 

 趣旨といたしまして、子どもたちの安心安全を確保するため、巨大地震等の災害を想定

した防災対策の充実を図るよう決議いただき、国の関係機関に意見書を提出していただく

ようお願い申し上げます。 

 請願の理由。 

 南海トラフ巨大地震の被害想定第２次報告では、東海地方が大きく被災した場合、三重

県内の避難者数は地震発生翌日で約３５から５６万人に上り、１か月後においても約１０

万から２０万人が避難所生活を続けることになると推定されています。東日本大震災や西

日本豪雨等、これまでの災害で多くの学校が避難所となったように、県内でも９割以上の

公立学校が避難所指定を受けています。しかし、三重県における防災関係施設設備の設置

率は、屋内運動場、多目的トイレ、３１．８％、貯水槽、プールの浄化装置、７２．２％

など、十分であるとは言えません。また、耐震化対策のうち、屋内運動場などの天井等の

落下防止対策は、２０１９年４月現在、公立小中学校１１棟、県立学校２１棟で、いまだ

完了していません。 

 政府は新型コロナウイルス感染症に関わって、感染者は避難所以外に滞在させるよう通

知を行い、指定避難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限り

多くの避難所の開設を図るとし、さらに、発熱、せき等の症状が出た方や濃厚接触者とさ

れる方とやむを得ず同室する場合のレイアウト例も示しています。しかし、施設やスペー
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ス、機材、人材が不足している自治体も少なくありません。災害や感染症はいつ発生する

か、分かりません。性やプライバシーに関する課題、外国人介助、介護が必要な高齢者、

障がい者、女性、乳児等への配慮など、被災者が安心して避難できるよう整えるべきです。

過去の災害に学び、最善の備えを備えていくという考えの下、防災に関する施策がさらに

充実されることを強く望むところです。 

 以上のような理由から、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実を進めることを強

く切望するものです。 

 以上４点、御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございました。 

 ただいま請願書４件の趣旨説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 まず、請願第１号について、何か御質疑がございましたら御発言願います。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 特に御質疑もございませんので、質疑を終結します。 

 次に、請願第２号について、何か御質疑がございましたら御発言願います。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 特に御質疑もございませんので、質疑を終結します。 

 次に、請願第３号について、何か御質疑がございましたら御発言願います。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 特に御質疑もございませんので、質疑を終結します。 

 次に、請願第４号について、何か御質疑がございましたら御発言願います。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 特に御質疑もございませんので、これで質疑を終結します。 

 続きまして、討論に入りますが、御異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 異議なしと認めます。よって、討論に入ります。 

 討論は一括討論といたします。 

 討論はございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 討論がないようですので、討論を終結しますが、御異議ござい

ませんか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（服部芙二夫君） 異議なしと認めます。よって、討論を終結します。 

 これより上程されています請願書の採決を行います。 

 まず、請願第１号の採決を行います。 
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 日程第２３、請願第１号、義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願書

を採択することに賛成の方は御起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございます。起立全員です。よって、日程第２３、

請願第１号は採択することに決定しました。 

 続きまして、請願第２号の採決を行います。 

 日程第２４、請願第２号、教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請

願書を採択することに賛成の方は御起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございます。起立全員です。よって、日程第２４、

請願第２号は採択することに決定しました。 

 続きまして、請願第３号の採決を行います。 

 日程第２５、請願第３号、子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡

充を求める請願書を採択することに賛成の方は御起立願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございます。起立全員です。よって、日程第２５、

請願第３号は採択することに決定しました。 

 続きまして、請願第４号の採決を行います。 

 日程第２６、請願第４号、防災対策の充実を求める請願書を採択することに賛成の方は

御起立を願います。 

          〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫君） ありがとうございます。起立全員です。よって、日程第２６、

請願第４号は採択することに決定しました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了しました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

                            午前１１時 ３分散会   

○議長（服部芙二夫君） 議員の皆様方には慎重な御審議ありがとうございました。また、

加藤町長をはじめ執行部の方々には大変御苦労さまでございました。 

 なお、議案質疑日は９月８日午前９時から再開されますので、御出席を賜りますようお

願い申し上げます。ありがとうございました。 


